
一橋論叢 第109巻第1号 平成5年（1993年）1月号　1174〕

好
美
清

光
名

誉
教

授
著

　
　
　
一
　
著
書
・
編
薯

昭
和
三
七
年

　
契
約
法
体
系
m
（
「
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
」
）

昭
和
四
一
年

　
民
法
基
本
問
題
一
五
〇
講
1

乍f
目
録

（
有
斐
閣
）

（
「
条
件
と
期
限
の
異
同
」
）
（
一
粒
杜
）

昭
和
四
二
年

　
注
釈
民
法
（
6
）
（
「
物
権
的
講
求
権
」
）
（
舟
橋
謹
一
編
）
（
有
斐
閣
）

　
田
中
誠
二
先
生
古
稀
記
念
・
現
代
商
法
掌
の
諸
問
題
（
「
生
命
侵
害
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
そ
の
相
続
性
」
）

　
新
民
法
演
習
2
物
権
（
「
占
有
権
」
）
（
谷
口
知
平
他
編
）
（
有
斐
閣
）

（
千
倉
書
房
）

174

昭
和
四
三
年

　
注
釈
民
法
（
7
）
（
「
即
時
取
得
（
民
法
一
九
二
条
か
ら
一
九
五
条
ま
で
）
」
）
（
川
島
武
宜
編
）
（
有
斐
閣
）

　
資
産
管
理
等
（
金
融
商
事
判
例
体
系
第
七
巻
）
（
事
案
・
解
説
付
き
）
の
台
本
作
成
（
大
成
出
版
）



（175）　好美清光名誉教授薯作目録

　
会
社
法
律
大
辞
典
（
「
会
杜
の
不
法
行
為
」
）
（
石
井
照
久
編
）
（
第
一
法
規
咄
版
）

昭
和
四
四
年

　
民
法
基
本
問
題
一
五
〇
講
n
（
「
準
事
務
管
理
」
）
（
一
粒
杜
）

　
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
3
）
（
「
交
通
事
故
訴
訟
に
お
け
る
過
失
相
殺
の
諸
問
題
」
）
（
鈴
木
忠
一
他
編
）
（
日
本
評
論
杜
）

昭
和
四
五
年

　
不
動
産
法
体
系
m
借
地
・
借
家
（
「
不
動
産
賃
借
権
の
侵
害
」
）
（
中
川
善
之
助
他
監
修
）
（
青
林
書
院
）

　
有
斐
閣
双
書
・
民
法
（
6
）
（
「
和
解
」
）
（
遠
藤
浩
他
編
）
（
有
斐
閣
）

昭
和
四
六
年

　
民
法
総
則
・
物
権
法
（
法
学
演
習
講
座
2
）
（
「
日
照
権
、
電
波
妨
害
と
相
隣
関
係
」
）
（
田
中
実
他
）
（
法
学
書
院
）

・
谷
口
知
平
先
生
還
暦
記
念
・
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究
（
3
）
（
「
準
事
務
管
理
の
再
評
価
－
不
当
利
得
法
等
の
検
討
を
通
じ
て

　
　
－
」
）
（
阿
南
成
一
他
編
）
（
有
斐
閣
）

昭
和
四
九
年

　
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
（
7
）
（
「
慰
謝
料
請
求
権
老
の
範
囲
」
）
（
坂
井
芳
雄
編
）
（
日
本
評
論
杜
）

　
ド
イ
ツ
法
講
義
（
「
物
権
変
動
論
」
）
（
山
田
晟
他
編
）
（
青
林
書
院
）

昭
和
五
一
年

　
不
動
産
登
記
の
法
律
相
談
（
幾
代
通
と
共
編
薯
）
（
有
斐
閣
）

　
民
法
学
1
（
「
『
権
利
』
概
念
の
現
代
に
お
け
る
有
用
性
に
つ
い
て
」
）
（
奥
田
昌
道
他
編
）
（
有
斐
閣
）
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一橋論簑第109巻 第1号 平成5年（1993年）1月号　1176〕

昭
和
五
二
年

　
銀
行
取
引
法
講
座

昭
和
五
三
年

　
民
法
読
本

　
民
法
読
本

21

（
中
）
（
「
銀
行
取
引
と
相
殺
」
）

（
加
藤
一
郎
他
編
）
（
有
斐
閣
）

（
総
則
・
物
権
）
（
米
倉
明
と
共
編
）
（
有
斐
閣
）

（
債
権
）
（
米
倉
明
と
共
編
薯
）
（
有
斐
閣
）

昭
和
五
四
年

　
民
法
読
本
（
3
）
（
親
族
・
相
続
）
（
米
倉
明
・
久
貴
忠
彦
と
共
編
）
（
有
斐
閣
）

　
久
保
正
幡
先
生
還
暦
記
念
・
西
洋
法
制
史
料
選
m
近
世
・
近
代
（
「
ド
イ
ツ
民
法
典
」
）

昭
和
五
五
年

　
基
本
判
例
叢
書
・
民
法
（
総
則
・
物
権
）
（
編
）
（
同
文
館
蓄
院
）

　
日
弁
連
昭
和
五
四
年
度
特
別
研
修
叢
箸
（
「
日
照
権
と
建
築
基
準
法
」
）
（
講
演
記
録
）

　
破
産
法
（
「
破
産
と
同
行
相
殺
」
）
（
麻
上
正
信
監
修
）
（
経
済
法
令
研
究
会
）

昭
和
五
六
年

講
義
債
権
総
論
（
篠
塚
昭
次
と
共
編
箸
）

（
青
林
書
院
）

昭
和
五
七
年

　
塞
本
判
例
叢
書
・
民
法
（
債
権
）
（
編
）
（
同
文
館
書
院
）

　
基
本
判
例
叢
書
・
民
法
（
親
族
・
相
続
）
（
久
貴
忠
彦
と
共
編
）

　
法
律
の
相
談
百
科
（
監
修
）
（
三
宝
出
版
）

（
同
文
館
書
院
）

（
翻
訳
）
（
創
文
社
）

（
日
本
弁
護
士
連
合
会
）
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（177）　好美清光名誉教授薯作目録

昭
和
五
九
年

　
現
代
契
約
法
体
系
H
（
2
）
（
「
契
約
の
解
除
の
効
力
」
）
（
遠
藤
浩
他
編
）
（
有
斐
閣
）

昭
和
六
〇
年

　
日
照
、
眺
望
、
騒
音
の
法
律
紛
争
（
大
倉
・
朝
野
と
共
薯
）
（
有
斐
閣
）

昭
和
六
一
年

　
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ヅ
ペ
ル
・
消
費
老
の
保
護
（
翻
訳
）
（
円
谷
峻
と
共
訳
）
（
東
洋
経
済
新
報
杜
）

平
成
元
年

　
法
哲
学
と
実
定
法
学
の
対
話
（
「
権
利
論
」
）
（
法
学
教
室
九
七
号
（
昭
和
六
三
年
一
〇
月
）
よ
り
転
載
）

平
成
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
新
版
破
産
法
（
「
破
産
と
同
行
相
殺
」
）
（
麻
上
正
信
監
修
）
（
経
済
法
令
研
究
会
）

　
　
　
二
　
論
文

昭
和
三
四
年

　
債
権
に
基
く
妨
害
排
除
に
つ
い
て
の
考
察
（
一
橋
大
学
法
学
研
究
二
号
）

　
権
限
を
越
え
た
こ
と
に
よ
る
表
見
代
理
と
本
人
の
過
失
の
要
否
（
手
形
研
究
二
四
号
）

昭
和
三
五
年

　
高
層
建
築
と
隣
家
の
採
光
権
（
時
の
法
令
三
五
四
号
）

（
星
野
英
一
他
編
）

（
有
斐
閣
）
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一橋論叢 第109巻第1号 平成5年（1993年）1月号　（ユ78〕

　
手
形
債
権
に
よ
る
訴
訟
上
の
相
殺
と
手
形
の
呈
示
及
ぴ
交
付
の
要
否
（
手
形
研
究
三
〇
号
）

　
◎
o
亭
①
肩
g
8
ユ
昌
◎
二
訂
け
①
畠
算
ω
ま
旨
寝
員
雪
8
片
誓
σ
易
サ
ニ
o
膏
冨
一
〇
二
凹
奏
凹
邑
o
o
＝
ま
μ
z
o
」
．

　
不
貞
の
抗
弁
と
そ
の
ゆ
く
え
（
時
の
法
令
三
四
二
号
）

昭
和
三
六
年

　
登
記
画
一
主
義
の
緩
和
・
修
正
（
手
形
研
究
四
九
号
）

　
旨
ω
ぎ
冨
昌
と
そ
の
発
展
的
消
滅
（
一
橋
大
学
法
学
研
究
三
号
）

昭
和
三
七
年

　
信
義
則
の
機
能
に
つ
い
て
（
一
橋
論
叢
四
七
巻
二
号
）

　
不
動
産
の
二
重
処
分
に
お
け
る
信
義
則
違
反
等
の
効
果
（
手
形
研
究
五
七
号
）

　
占
有
権
の
機
能
（
法
学
教
室
四
号
）

昭
和
三
九
年

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
登
記
手
続
の
実
際
（
1
）
（
2
）
（
手
形
研
究
八
○
号
・
八
一
号
）

昭
和
四
〇
年

　
制
隈
超
過
利
息
の
任
意
支
払
と
元
本
充
当
（
手
形
研
究
八
九
号
）

　
西
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
理
論
と
実
際
の
一
動
向
　
　
概
念
法
学
克
服
の
一
側
面
1
（
一
橋
論
叢
五
四
巻
三
号
）

昭
和
四
二
年

　
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
解
釈
と
自
然
法
思
想
（
一
橋
論
叢
五
七
巻
五
号
）

　
学
界
回
顧
・
民
法
（
法
律
時
報
三
九
巻
一
四
号
）
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l179）　好美清光名誉教授薯作目録

昭
和
四
三
年

　
慰
謝
料
請
求
権
の
問
題
点
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
四
二
号
）

昭
和
四
五
年

　
債
権
の
妨
害
排
除
請
求
権
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
六
九
号
）

　
最
高
裁
と
民
事
判
例
（
法
律
時
報
四
二
巻
七
号
）

昭
和
四
六
年

　
銀
行
預
金
の
差
押
と
相
殺
（
上
）
（
下
）
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
五
五
号
・
二
五
六
号
）

　
住
宅
ロ
ー
ン
（
法
律
時
報
四
三
巻
一
〇
号
）

　
日
照
権
の
法
的
構
造
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
〇
号
・
四
九
三
号
・
四
九
四
号
）

昭
和
四
七
年

　
法
的
観
点
か
ら
み
た
日
照
問
題
（
不
動
産
研
究
一
四
巻
三
号
）

　
間
接
被
害
老
の
損
害
賠
償
請
求
権
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
八
二
号
）

昭
和
四
九
年

　
日
照
権
の
法
的
構
成
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
集
「
日
照
権
」
）

昭
和
五
一
年

　
日
照
問
題
に
つ
い
て
（
講
演
記
録
）
（
建
築
行
政
一
〇
二
号
）
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橋論叢 第109巻第1号 平成5年（1993年）1月号　（180

昭
和
五
四
年

　
不
当
利
得
法
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
（
上
）
（
下
）
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
八
六
号
．
三
八
七
号
）

昭
和
五
五
年

　
建
築
基
準
法
と
相
隣
関
係
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
集
「
行
政
法
の
争
点
」
）

　
物
権
変
動
を
め
ぐ
る
現
在
の
問
題
点
（
講
演
記
録
）
（
書
斎
の
窓
二
九
九
号
）

昭
和
五
六
年

　
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
（
法
学
セ
ミ
ナ
⊥
二
二
〇
号
）

昭
和
五
八
年

　
隣
人
訴
訟
判
決
の
問
題
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
三
号
）

昭
和
五
九
年

　
一
橋
に
お
け
る
民
法
学
（
一
橋
論
叢
九
一
巻
四
号
）

昭
和
六
〇
年

　
繁
藤
地
区
山
崩
れ
災
害
（
法
律
時
報
五
七
巻
三
号
）

昭
和
六
一
年

　
騎
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
に
つ
い
て
ー
不
当
利
得
類
型
論
の
視
点
か
ら
－
（
一
橋
論
叢
九
五
巻
一
号
）

　
消
費
老
取
引
に
お
け
る
約
款
の
適
正
化
（
手
形
研
究
三
八
二
号
）
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昭
和
六
三
年

　
日
照
権
（
法
律
事
件
百
選
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
〇
号
）

　
西
ド
イ
ツ
の
債
権
法
改
訂
委
員
会
の
作
業
に
つ
い
て
（
1
）

　
E
C
指
令
と
製
造
物
責
任
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
）

権
利
論
（
法
学
教
室
九
七
号
）

（
一
橋
論
叢
九
九
巻
三
号
）

平
成
二
年

　
「
E
C
」
指
令
の
成
立
と
各
国
の
事
情
（
国
民
生
活
二
〇
巻
五
号
）

　
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
に
つ
い
て
－
物
権
と
債
権
の
交
錯
1
（
講
漬
記
録
）
（
九
州
国
際
大
学
法
経
研
究
一
巻
三
号
）

　
製
造
物
責
任
の
現
状
と
展
望
　
は
じ
め
に
・
製
造
物
責
任
立
法
へ
の
提
案
（
N
B
L
四
五
六
号
・
四
五
八
号
）
（
↓
製
造
物
責
任
の
現
状
と
課

　
　
題
（
別
冊
N
B
L
二
四
号
）
（
平
成
四
年
）
）

好美清光名誉教授薯作目録（181〕

平
成
三
年

　
製
造
物
責
任
立
法
化
の
焦
点

平
成
四
年

　
製
造
物
責
任

（
晋
和
春
季
号
）

（
宍
｛
ミ
o
己
）
（
法
学
教
室
二
二
六
号
）

三
　
判
例
研
究

昭
和
三
二
年

　
商
法
四
二
条
表
見
支
配
人
の
権
限
の
範
囲
等
（
最
判
昭
和
三
二
年
三
月
五
日
民
集
一
一
巻
三
号
三
九
五
頁
）
（
企
業
会
計
九
巻
九
号
）

　
民
法
第
七
〇
三
条
の
「
他
人
ノ
財
産
」
の
意
義
（
最
判
昭
和
三
二
年
四
斤
一
六
日
民
集
一
一
巻
四
号
六
三
八
頁
）
（
一
橋
論
叢
三
八
巻
六
号
）
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一橋論叢 第109巻第1号 平成5年（1993年）1月号　｛182〕

昭
和
三
四
年

　
即
時
取
得
と
占
有
改
定
（
最
判
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
七
日
民
集
一
一
巻
一
四
号
二
四
八
五
頁
）
（
一
橋
論
叢
四
一
巻
二
号
）

昭
和
三
五
年

　
賃
借
権
に
基
く
妨
害
排
除
（
最
判
昭
和
二
八
年
二
一
月
一
四
日
民
集
七
巻
一
二
号
一
四
〇
一
頁
）
（
判
例
百
選
）

昭
和
四
〇
年

　
代
位
権
の
代
位
行
使
の
許
否
（
最
判
昭
和
三
九
年
四
月
一
七
日
民
集
一
八
巻
四
号
五
二
九
頁
）
（
民
商
法
雑
誌
五
一
巻
六
号
）

　
第
三
老
の
し
た
債
務
老
の
財
産
減
少
と
不
法
行
為
責
任
（
広
島
高
判
昭
和
三
八
年
一
二
月
四
旦
筒
裁
民
集
ニ
ハ
巻
九
号
七
六
七
頁
）
（
民
商
法

　
　
雑
誌
五
二
巻
三
号
）

　
債
務
老
の
適
正
価
格
処
分
行
為
が
詐
害
行
為
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
（
最
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
七
日
民
集
一
八
巻
九
号
一
八
五
一

　
　
頁
）
（
民
商
法
雑
誌
五
二
巻
六
号
）

昭
和
四
一
年
　
　
　
　
　
　
。

　
譲
渡
禁
止
め
特
約
と
銀
行
の
承
諾
（
最
判
昭
和
二
八
年
五
月
二
九
日
民
集
七
巻
五
号
六
〇
八
頁
）
（
銀
行
取
引
判
例
百
選
）

　
引
渡
不
能
と
解
除
権
（
大
判
大
正
二
年
五
月
二
百
民
録
一
九
輯
三
二
七
頁
）
（
売
員
（
動
産
）
判
例
百
選
）

　
建
物
保
護
法
一
条
所
定
の
対
抗
力
を
有
し
な
い
例
（
最
判
昭
和
四
〇
年
六
月
二
九
日
民
集
一
九
巻
四
号
一
〇
二
七
頁
）
（
民
商
法
雑
誌
五
四
巻

　
　
二
号
）

　
日
照
妨
害
と
建
築
基
準
法
違
反
（
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
二
一
月
二
四
日
判
例
時
報
四
三
三
号
一
八
頁
）
（
判
例
時
報
四
四
四
号
・
判
例
評
論

　
　
九
一
号
）

　
期
限
の
利
益
喪
失
約
款
と
民
法
五
一
一
条
（
東
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
二
五
日
判
例
時
報
四
三
〇
号
一
四
頁
）
（
金
融
商
事
判
例
七
号
）

　
第
三
老
の
範
囲
（
大
判
明
治
四
一
年
二
一
月
一
五
日
民
録
一
四
輯
一
二
七
六
頁
）
（
不
動
産
取
引
判
例
百
選
）

　
金
融
取
引
に
お
け
る
期
限
利
益
喪
失
約
款
の
効
力
（
東
地
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
九
日
金
融
商
事
判
例
二
号
二
頁
）
（
金
融
商
事
判
例
二
四
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号
）

民
法
第
；
七
条
の
背
信
的
悪
薯
に
あ
た
ら
ぬ
例
等
一
最
判
昭
和
四
・
年
≡
月
一
二
日
民
集
一
九
巻
九
号
…
二
頁
一
一
民
商
法
雑
誌

　
　
五
五
巻
一
一
号
）

昭
和
四
一
一
年

占
有
訴
帷
基
づ
く
仮
処
分
に
対
す
る
本
権
老
の
馨
覆
請
求
の
可
否
一
東
京
高
判
昭
和
四
一
年
二
月
百
判
例
時
報
四
七
一
号
…

　
　
頁
）
（
半
例
時
報
四
八
○
号
・
判
例
評
論
一
〇
二
号
）

死
考
の
閑
謝
料
講
求
権
と
そ
の
相
蟹
の
否
定
裏
地
判
昭
和
四
二
年
三
月
二
吉
判
例
時
報
四
七
五
号
一
八
頁
一
一
判
例
時
報
四
八
三

　
　
号
．
判
例
評
論
一
〇
三
号
）

腔
物
で
あ
る
金
銭
と
即
時
取
得
一
最
判
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
日
金
融
商
事
判
例
四
三
号
；
一
頁
一
一
金
融
商
事
判
例
七
三
号
一

土
地
の
賃
順
人
が
蕃
権
の
譲
渡
に
っ
き
萎
を
す
る
義
務
を
負
う
場
合
と
賃
借
権
譲
受
人
の
賃
貸
人
に
対
す
る
借
地
権
取
得
の
表
の
可

　
　
否
（
最
判
昭
和
四
二
年
一
月
一
七
日
民
集
二
一
巻
一
号
一
頁
）
（
民
商
法
雑
誌
五
七
巻
二
号
）

稲
苗
と
附
合
一
大
判
昭
和
六
年
一
〇
月
三
〇
日
民
彗
○
巻
一
二
号
九
八
二
頁
一
一
ジ
一
－
ス
ー
・
民
法
の
判
例
一
一

昭
和
四
三
年

死
考
の
慰
謝
料
請
求
権
の
相
続
性
一
最
判
昭
和
四
二
年
二
月
百
民
集
三
巻
九
号
二
二
四
九
頁
一
一
交
通
事
故
判
例
百
選
一

傷
害
隻
け
た
者
の
近
親
老
の
手
慰
謝
料
請
求
権
一
最
判
昭
和
四
二
年
六
月
；
百
墨
二
巻
一
一
号
一
四
四
七
頁
一
一
民
商
法
雑
誌
五
八

　
　
巻
一
口
万
）

個
人
会
社
の
代
ほ
の
受
㎎
に
よ
る
会
社
損
害
の
覆
を
認
め
た
事
例
一
蓋
地
判
昭
和
四
二
年
三
月
八
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
二
一
号
一

　
　
七
一
頁
）
（
判
像
タ
イ
ム
ス
ニ
ニ
ニ
号
）

昭
和
四
四
年

個
人
会
杜
の
代
萎
の
負
傷
と
加
婁
に
対
す
る
会
杜
の
損
害
賠
償
請
求
一
最
判
昭
琶
一
一
年
二
月
一
吾
曇
二
巻
三
号
二
六
一
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四
頁
）
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
三
四
号
）

昭
和
四
五
年

団
地
用
公
衆
浴
場
建
築
蓑
市
営
団
地
建
設
中
止
を
理
由
と
し
て
市
に
対
し
て
な
し
た
損
害
覆
請
蒙
認
奮
れ
た
事
例
一
熊
本
地
妻

　
　
支
判
昭
和
四
四
茜
月
三
〇
目
判
例
時
報
五
七
四
号
六
〇
頁
一
一
判
例
時
報
五
九
三
号
．
判
例
評
論
≡
七
号
一

売
買
契
約
当
事
老
間
に
お
け
る
買
主
の
取
得
時
効
の
援
用
一
最
判
昭
和
四
四
年
＝
互
八
日
墨
一
一
三
巻
≡
号
一
四
六
七
頁
一
一
金
融
商

　
　
事
判
例
二
二
一
号
）

土
地
の
賃
借
権
と
建
物
保
護
法
一
条
に
よ
る
対
抗
力
一
最
判
昭
和
四
四
年
一
〇
月
二
八
日
民
集
≡
一
一
巻
一
〇
号
一
八
話
頁
一
一
民
商
法
雑
誌

　
　
六
三
巻
一
号
）

自
己
土
地
上
の
賃
借
権
の
準
共
有
一
昭
和
三
八
年
一
一
月
一
合
民
事
甲
一
七
三
二
号
暴
局
長
解
答
先
例
集
需
二
三
〇
の
…
九
一
一
不

　
　
動
産
登
記
先
例
百
選
）

昭
和
四
』
ハ
年

過
失
相
殺
に
つ
き
人
損
と
物
損
圭
嚢
割
合
藁
に
し
た
事
例
等
一
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
月
二
八
日
判
例
時
報
六
二
四
号
五
五
頁
一

　
　
（
判
例
時
報
六
三
七
号
・
判
例
評
論
一
五
一
号
）

代
物
弁
済
予
約
債
権
老
の
清
算
義
務
と
後
順
位
老
の
地
位
一
最
判
昭
和
四
五
年
八
月
二
〇
日
墨
二
四
巻
九
号
…
一
。
頁
一
一
民
要
雑
誌

　
　
一
ハ
五
巻
一
号
）

債
権
担
保
の
た
め
の
清
算
型
代
物
弁
済
予
約
に
つ
い
て
の
釈
明
権
不
行
使
の
違
法
事
例
一
最
判
昭
薔
六
年
六
月
一
八
日
金
融
要
判
例
二

　
　
七
六
号
二
頁
）
（
金
融
商
事
判
例
二
八
七
号
）

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
第
一
次
訴
訟
第
一
審
判
決
の
法
的
警
一
富
山
地
判
昭
和
四
六
年
六
月
三
〇
日
判
例
時
報
六
一
一
一
五
号
三
頁
一
一
竹
下
守
夫

　
　
と
共
同
執
筆
）
（
判
例
時
報
六
四
六
号
・
判
例
評
論
一
五
四
号
）

昭
和
四
七
年
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本
人
の
実
印
。
を
所
持
す
る
代
理
人
と
民
法
一
一
〇
条
（
最
判
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
五
日
民
集
二
四
巻
二
二
号
二
〇
八
一
頁
）
（
民
商
法
雑
誌

　
　
六
六
巻
一
号
）

　
取
立
債
務
に
つ
き
取
立
に
赴
か
な
く
て
も
解
除
し
う
る
事
例
（
最
判
昭
和
四
七
年
一
月
二
〇
日
金
融
商
事
判
例
三
〇
五
号
六
頁
）
（
金
融
商
事

　
　
判
例
三
三
五
号
）

昭
和
四
八
年

　
日
照
通
風
を
害
す
る
建
物
建
築
が
不
法
行
為
と
な
る
例
（
最
判
昭
和
四
七
年
六
月
二
七
日
民
集
二
六
巻
五
号
一
〇
六
七
頁
）
（
民
商
法
雑
誌
六

　
　
八
巻
六
号
）

昭
和
四
九
年

　
占
有
補
助
老
－
使
用
人
（
最
判
昭
和
三
五
年
四
月
七
日
民
集
一
四
巻
五
号
七
五
一
頁
）
（
民
法
判
例
百
選
1
）

昭
和
五
〇
年

　
民
法
四
ニ
ハ
条
二
項
の
予
見
時
期
（
大
判
大
正
七
年
八
月
二
七
日
民
録
二
四
輯
一
六
五
八
頁
）
（
民
法
判
例
百
選
n
）

昭
和
五
七
年

　
土
地
の
面
積
表
示
売
買
に
お
け
る
面
積
不
足
の
場
合
の
履
行
利
益
賠
償
義
務
の
有
無
（
最
判
昭
和
五
七
年
一
月
二
一
日
民
集
三
六
巻
一
号
七

　
　
一
頁
）
（
金
融
商
事
判
例
六
五
〇
号
）

昭
和
六
〇
、
年

　
月
刊
誌
の
執
筆
・
編
集
・
発
行
各
担
当
老
の
共
同
不
法
行
為
賓
任
1
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
（
旭
川
地
判
昭
和
五
六
年
九
月
三
日
判

　
　
例
時
報
一
〇
四
〇
号
八
五
頁
）
（
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選
（
二
版
）
）

　
編
集
部
員
に
よ
る
原
稿
紛
失
と
慰
謝
料
請
求
権
（
東
京
地
判
昭
和
五
八
年
九
月
二
六
日
判
例
時
報
二
〇
六
号
九
三
頁
）
（
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
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選
（
二
版
）
）

平
成
元
年

　
解
体
移
築
と
建
築
物
の
同
一
性
（
最
判
昭
和
六
二
年
七
月
九
日
民
集
四
一
巻
五
号
一
一
四
五
頁
）
（
街
づ
く
り
・
国
づ
く
り
判
例
百
選
）

平
成
二
年

　
建
築
基
準
法
六
五
条
の
建
築
物
と
民
法
二
三
四
条
一
項
の
適
用
の
有
無
（
最
判
平
成
元
年
九
月
一
九
日
民
集
四
九
巻
八
号
九
五
五
頁
）
（
平
成

　
　
元
年
度
重
要
判
例
解
説
）

　
　
　
四
　
そ
の
他
（
座
談
会
等
）

昭
和
三
六
年

　
旨
ω
邑
8
∋
と
そ
の
発
展
的
消
滅
（
研
究
報
告
）
（
私
法
二
三
号
）

昭
和
三
七
年

　
法
律
家
と
い
う
も
の
（
一
橋
大
小
平
学
報
三
五
号
）

昭
和
三
九
年

　
民
事
裁
判
官
の
裁
量
の
自
由
と
衡
平
の
活
動
余
地
（
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ー
比
較
法
学
会
）
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
九
五
号
）

昭
和
四
一
年

　
民
法
学
の
未
来
像
（
1
）
（
2
）
（
座
談
会
）
（
書
斎
の
窓
二
二
四
号
・
一
四
〇
号
）

　
於
保
不
二
雄
・
物
権
法
上
（
書
評
）
（
法
律
時
報
三
八
巻
九
号
）

　
生
命
侵
害
の
損
害
賠
償
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
）
（
私
法
二
九
号
）
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加
藤
一
郎
編
・
現
代
法
と
市
民
（
書
評
）
（
法
律
時
報
三
八
巻
一
二
号
）

昭
和
四
二
年

　
論
争
・
日
照
権
は
当
然
か
（
朝
日
新
聞
一
一
月
二
日
朝
刊
）

昭
和
四
三
年

　
生
活
妨
害
（
公
害
）
と
そ
の
救
済
（
座
談
会
）
（
ジ
ュ
リ
ス
上
二
九
〇
号
）

　
全
銀
協
．
当
座
勘
定
約
定
書
を
検
討
す
る
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
座
談
会
）
（
手
形
研
究
二
一
二
号
・
二
一
三
号
・
二
＝
三
号
）

昭
和
四
四
年

　
当
座
勘
定
約
定
書
に
つ
い
て
（
金
融
法
務
事
情
五
〇
九
号
）

昭
和
四
五
年

　
根
低
当
取
引
は
今
後
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
手
形
研
究
一
五
七
号
・
ニ
ハ
○
号
・
一
六
一
号
）

昭
和
四
七
年

　
私
法
に
お
け
る
法
の
解
釈
・
法
の
解
釈
（
ま
と
め
）
（
座
談
会
）
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
四
号
「
法
の
解
釈
」
）

　
強
制
執
行
法
改
正
要
綱
と
民
法
（
研
究
会
）
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
一
七
号
）

　
日
照
権
の
法
的
状
況
（
朝
日
新
聞
三
月
一
七
日
夕
刊
）

　
日
照
問
題
と
都
市
行
政
（
週
間
と
ち
ょ
う
八
月
三
日
）

昭
和
四
八
年

　
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
の
運
用
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
留
意
点
（
座
談
会
）
（
手
形
研
究
一
七
巻
一
号
）
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土
地
担
保
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
座
談
会
）
（
手
形
研
究
二
〇
七
号
）

昭
和
四
九
年

　
金
融
機
関
と
消
費
老
保
護
（
座
談
会
）
（
金
融
法
務
事
情
七
〇
五
号
）

　
割
増
金
付
定
期
預
金
の
問
題
点
（
対
談
）
（
金
融
法
務
事
情
七
二
三
号
）

　
ロ
ー
ン
契
約
書
ひ
な
型
試
案
の
問
題
点
（
上
）
（
下
）
（
座
談
会
）
（
手
形
研
究
二
一
八
号
・
二
二
〇
号
）

昭
和
五
〇
年

　
物
権
法
講
評
（
受
験
新
報
五
〇
年
三
月
号
）

昭
和
五
八
年

　
不
動
産
物
権
変
動
の
法
理
（
研
究
会
）
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）

昭
和
五
九
年

　
民
法
解
釈
の
盲
点
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
座
談
会
）
（
法
学
セ
ミ
ナ
⊥
二
五
四
号
・
三
五
五
号
・
三
五
六
号
）

昭
和
六
〇
年

　
い
の
ち
の
値
段
（
座
談
会
）
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
二
号
）

昭
和
六
一
年

　
い
ま
民
法
学
は
　
課
題
と
接
近
（
座
談
会
）
（
法
学
セ
ミ
ナ
⊥
二
七
三
号
）

　
法
律
関
係
の
清
算
と
不
当
利
得
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報
告
）
（
私
法
四
八
号
）

　
「
消
費
老
の
保
護
」
の
翻
訳
を
終
え
て
（
金
融
法
務
事
清
一
二
二
四
号
）
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昭
和
六
三
年

　
法
学
学
習
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
民
法
（
対
談
）
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
〇
一
号
）

　
生
成
発
展
す
る
「
権
利
」
に
つ
い
て
（
か
れ
っ
じ
六
号
・
東
電
学
園
）

昭
和
六
四
年

　
民
法
学
の
課
題
と
方
法
（
1
）
（
2
）
（
座
談
会
）
（
法
律
時
報
六
一
巻
二
号
・
四
号
）

平
成
二
年

　
製
造
物
責
任
の
現
状
と
課
題
（
座
談
会
）
（
自
由
と
正
義
四
一
巻
一
〇
号
）

　
同
論
異
論
「
P
」
法
は
必
要
か
L
（
日
経
産
業
新
聞
一
〇
月
一
七
日
）

平
成
三
年

　
製
造
物
責
任
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
司
会
と
報
告
）
（
私
法
五
八
号
）

平
成
四
年

　
甲
論
乙
論
「
製
造
物
責
任
立
法
へ
の
取
組
み
に
思
う
」
（
債
権
管
理
五
二
号
）
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